
液化石油ガス法の改正（令和 6年 4月 2日公布）に

伴う取引宣言 

 

 

日本海産商株式会社は関係法令を遵守し、LPガス業界の商慣行是正に向けて取り

組んでまいります。また、より一層の保安の高度化とサービスの拡充を図り、お客

様満足の向上に努めることを宣言いたします。 

 

 

【商慣行是正に向けた取り組み】 
 

 

1. 当社は正常な商慣習を超えた利益供与を行うなどの営業行為は致しません。 

2. 当社はお客様の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の変更を制

限するような条件付き契約を締結いたしません。 

3. 当社は基本料金・従量料金・設備料金からなる三部料金制を実施してまいりま

す。 

4. 当社は LPガスの消費と関係のない設備費用はLPガス料金に計上いたしませ

ん。 

また、賃貸住宅に対してはガス器具などの消費設備についてもLPガス料金に計

上いたしません。 

5. 当店は賃貸住宅のお客様ならびに不動産管理会社などに対し、LPガス料金等の

情報提供に努めます。 

6. 当社は社長を責任者として社内周知と管理の徹底を図り、上記宣言内容を取り

組みます。 
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